
春の交通安全県民総ぐるみ運動の実施
令和６年４月６日（土）から１５日（月）までの１０日間

子供の安全対策について

お子様の安全を確保するため

〇子供の通学路やよく通る道を親子
で点検し、死角になる場所がない
か、危険な場所がないかチェック
する

〇出かけるとき「誰と、どこに、何
をしに、何時に帰る」を言って
から家を出る習慣をつけさせる

〇子供が１人で留守番をする場合、
あらかじめ来客時の対応方法を決
めておく

ようにお願いします。

那須烏山警察署
電話０２８７（８２）０１１０

田野倉駐在所
電話０２８７（８８）２４００

田野倉駐在所だより
発 行

令和６年４月

田野倉駐在管内事件発生状況
(Ｒ６年１月～３月）

事 件 発生

盗難 ４件

その他の犯罪 １件

県警ホームページ ジ

春の行楽期における山岳遭難
防止について

令和５年中県内の山岳遭難は７２
件発生して、８２人（うち死者１０人）
が遭難しました。

＜登山する前に＞
・ 無理のない登山計画を立てましょう。
・ 登山計画書を提出しましょう
・ 携帯電話等通信手段を携行しましょう。

＜登山中は＞
・ 悪天候や体調不良の場合は、無理
せず勇気を持って引き返しましょう。
・ 日帰り登山では、日暮れ
までに下山しましょう。

若年層の性暴力被害防止！

いつ、どこで、だれと、どのように性的な
関係を持つかは、自分で決めることができ、
同意のない性的な行為は性暴力であり、重大な
人権侵害です。
相手と対等な関係でなかったり、断れない

状況だったり、はっきり嫌だと言えない状況で
性的な行為があっても、それは本当の同意が
あったことにはなりません。
つらいこと、不安なことは一人で抱え込まず、

誰かに相談しましょう。

【運動の重点】

○ こ ど も が 安 全 に 通 行 で き る 道 路 交 通 環 境 の 確 保 と 安 全 な 横 断 方 法 の 実 践

○ 歩 行 者 優 先 意 識 の 徹 底 と 「 思 い や り ・ ゆ ず り 合 い 」 運 転 の 励 行

○ 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守


